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研究成果の概要（和文）：特別支援教育コーディネーターの研修方法の開発を目的として、学校現場におけるコ
ーディネーターの実践と課題の質問紙調査および研修方法の検討を行った。その結果、質問紙調査により個別指
導計画検討や専門家活用、情報共有、円満運営が抽出され、学校要因やコーディネーター要因により実践が異な
ることが示された。また、公的機関の研修では、一般研修と指定研修の研修内容の重点の置き方に明確な違いが
あることが示された。カンファレンス研修の実施から、コーディネーターの経験別に研修による得られる効果が
異なることが示された。

研究成果の概要（英文）：Coordinator's survey by questionnaire of practice and a problem and training
 method were considered in school site for the purpose of development of special support education 
coordinator's training method. As a result, individual education plan consider, specialist 
utilization, information sharing and perfect operation were picked out by a survey by questionnaire,
 and it was indicated to be different in practice depending on school factors and coordinator 
factors. It was indicated that there is clear difference in how to put it emphasis of the training 
contents of general training and designation training on training of official facilities. It was 
indicated to be different in the obtained effect of the training according to the coordinator's 
experience from implementation of conference training. 

研究分野： 特別支援教育
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
①研究の学術的背景・着想に至った経緯 
特別支援教育コーディネーター（以下、コ

ーディネーターとする）は、校内整備体制の
１つとして、公立小・中学校の 99％以上の学
校において指名されている（文部科学省，
2013）。一方で、学校内における課題として
コーディネーターが校内で担任を兼務して
いるため、特別な時間の確保等が行われてい
ない、コーディネーター自身の課題として、
力量不足、特別支援教育の知識の不足、役割
の曖昧さや負担感がこれまで報告されてき
た。コーディネーター研修が実施されている
が、研修に参加していてもコーディネーター
は「力量のなさ」を感じており、研修内容を
学校現場において実践していくことの難し
さも明らかになっている。研究代表者らは、
コーディネーターの実践内容は、経験によっ
て 3 つの類型に分けられ、1 型は校内の教職
員の連絡調整や児童生徒の情報収集のみを
行っている、2 型は 1 型の役割に加え、担任
が支援を行いやすくなるような他の教師や
機関、保護者に対するコーディネーション行
動を行うことができる、3 型は 2 型の役割に
加え、障害に関する専門的知識を持ち、担任
や保護者に対して具体的な支援方法を提案
することができるというものであることを
示した。これまで、コーディネーター研修の
中でも特別支援教育に関するプログラムや
支援方法が研究結果として示されているが、
コーディネーターの類型に合わせて研修を
行い、担任やクラスの状況に合わせた児童生
徒の事例検討から具体的なコーディネーシ
ョン行動や障害に関する知識を持ち、担任を
援助する力量が必要となる。そこで、カンフ
ァレンス研修を実施することが有効である
と考えた。カンファレンス研修では、コーデ
ィネーター自身が他のコーディネーターと
ともに事例を紹介し、検討しあうことが可能
となる。 
 
２．研究の目的 
本研究では、コーディネーターの専門性を

高める相互循環カンファレンスシステムの
開発に向けた実態調査および実証的研究を
行う。全国のコーディネーター研修の情報を
収集し、研修方法の検討を行う。また、コー
ディネーターに対する質問紙調査を行い、コ
ーディネーターの実践および研修ニーズを
明らかにする。カンファレンス研修を試行し、
コーディネーターの類型別にコーディネー
ターはカンファレンス研修から何を学ぶの
か、また研修ニーズは何かを明らかにするこ
とによって、コーディネーター研修の今後の
在り方を提案する。 
 
３．研究の方法 
研究１） 特別支援教育が進んできた現在の
コーディネーター研修の形態と内容につい
て分析し、研修の現状と課題を明らかにする。

研究２）研究１の結果を基にして、①コーデ
ィネーターの実践や課題を調査により明ら
かにして、学校種やコーディネーター自身の
要因が実践や課題にどのように影響してい
るのかを明らかにする。 
研究３）コーディネーター研修やカンファレ
ンス研修を試行し、コーディネーターの類型
による研修によって得られた内容や研修ニ
ーズを明らかにする。 
 
４．研究成果 
研究１）河村・腰川（2015）では、公的機関
が行う特別支援教育コーディネーターを育
成するための研修の現状と課題を明らかに
することを目的とした。調査の対象を都道府
県教育委員会に限定して研修プログラムを
収集し、42 都道府県のデータを得た。また、
特別支援教育が制度化された前後の時期と
現在との状況の変化を検討するため、2007 年
から国立特殊教育研究所が実施した全国調
査の結果と比較検討を行った。 
第 1に特別支援教育コーディネーター研修

会は多くの場合、教育委員会において「指定
研修」に位置付け、職能別の研修の一環とし
て該当者を指定して行う都道府県が多かっ
た。指定研修と一般研修とでは、研修の趣旨、
内容等を差別化して実施していることが今
回の調査で明らかとなった。 
指定研修では、コーディネーターとしての

役割の自覚を促し、その職務を遂行するため
に必要な知識の共通理解を得ることに重点
を置いて研修プログラムを構成している。 
一方、一般研修では、児童生徒の実態のア

セスメントやカウンセリングの基礎・基本の
習得、授業改善の方策など、より具体的・実
践的な事項についての力量形成に重点をお
いて研修プログラムを構成していた。ただし、
一般研修に関しては、コーディネーター研修
として行われるものの他に、特にコーディネ
ーターに対象者を限定せずに実施している
専門的な研修もあり、それらの研修との内容
の重複も考えられることから、今後精査が必
要となってくる可能性があった。 
第 2に今回の調査で顕著な傾向としてみえ

たことの一つは、幼稚園及び高等学校を対象
とした研修の増加であった。2013 年には幼稚
園、高等学校は急速に支援体制の整備が進み
つつありる。このような状況の変化に対応し
て、コーディネーター研修の設定も変わりつ
つあることが推測された。しかし、近い将来、
幼稚園及び高等学校における体制整備が
小・中学校に追いついてくれば、幼稚園及び
小・中学校は市町村、高等学校及び特別支援
学校は都道府県といった役割分担もより明
確となっていくものと考えられた。 
第 3に、研修受講者のコーディネーター経

験の程度による研修ニーズの違いに配慮し
た研修の設定がされるようになってきてい
るということであった。新任のコーディネー
ターを対象とする研修は、2004 年にはわずか



4 講座であったものが、今回の調査では 24 講
座に増えていた。特別支援教育が制度化され
てから 7年が経過し、この間にそれぞれの年
度のコーディネーター全員を対象とした研
修が行われてきた。これに対し、2014 年段階
になると、基礎的・基本的な内容の研修につ
いては、人事異動等の関係で新たにコーディ
ネーターとなった教員に対象を絞った研修
設定が行われるようになってきていること
を示唆している。 
一方、2 年目以降のコーディネーター経験

者に対する専門性向上のための研修につい
ては、あまり変化がみられなかった。第 1で
述べたように、専門性向上のための研修は、
必ずしもコーディネーター研修会だけでな
く、一般の専門研修でも取り扱われているこ
とから、この結果だけで状況を判断すること
はできないが、今後、コーディネーターのス
キルアップのための研修をどのように位置
付けたらよいか検討していく必要がある。 
また、研修内容の面で、新任コーディネー

ターに対しては、「コーディネーターの役割」、
「校内体制，地域支援体制の整備」、「障害の
理解と対応」の 3本柱で内容が構成されてお
り、基本を身に付けることに重点化されたも
のとなっていることが明確となった。一方、
2 年目以降のコーディネーター経験者につい
ては、「障害の理解と対応」、「アセスメント」
の２項目が重点となっていることが明らか
となった。このことの適否は、今後コーディ
ネーターを対象とした調査等を行い検討し
ていく課題となった。 
第 4 に研修の実施方法についてであるが、

分類上「講義中心」のものが最も多くなって
いたが、その中でも細目をみれば、講義だけ
でなく協議、発表、情報交換など受講者の主
体的な活動と結びつけたものが多くみられ
た。しかし、受講者のアクティブ・ラーニン
グをどのように充実させていくか、そのため
の研修手法の開発については、今後の課題と
して取り組んでいく必要があった。 
第 5に、適切な研修講師の確保と人材の活

用に関する課題である。年を経るごとに研修
ニーズは多様化し、毎年新任への対応を継続
しなければならない一方、さらに専門性を高
めたいとするニーズもある。その中で、受講
者が求める内容・方法も変化していくことが
考えられる。そうした多様なニーズに的確に
対応していくためには、新たな人材の発掘・
確保を欠かすことができない。また、市町村
における研修を援助していくためにも、研修
終了者を積極的に講師として活用すること
なども含め、講師の人材バンクといった制度
の創設なども検討していく必要があるので
はないかと考えられた。 
研究２－１）腰川・芳賀・河村(2016)では、
首都圏の１地域内にある公立小学校 73 校・
中学校 33 校のコーディネーターを対象とし
て、校内委員会の運営や個別の指導計画作成
や見直し、教職員に対する特別支援教育の理

解・啓発、特別な教育的ニーズのある児童生
徒の発見、情報共有や連携に関する役割遂行
の認識を把握した。また，小・中学校の学校
要因の違いやコーディネーター自身の要因
の違いが、コーディネーターの実践へ影響し
ているのかについても検討した。 
その結果、「個別の指導計画」「専門家活用」

「情報共有」「円滑運営」因子が抽出された。
専門家活用と情報共有、円滑運営は、文部科
学省（2004）に書かれた校内委員会の運営や 
情報収集と連絡調整専門家チーム、巡回相談
員との連携にあたる。個別の指導計画は、特
別支援教育が推進され、95%以上の公立小中
学校において個別の指導計画が作成されて
いる（文部科学省、2015）ことから、コーデ
ィネーターのかかわる新たな役割として意
識されていると考えられた。 
学校による要因としては、学校種では「個

別の指導計画」「専門家活用」「情報共有」に
ついて中学校より小学校の得点が有意に高
く、小学校のコーディネーターが役割遂行を
認識していた。宮木（2015）や松本（2012）
の結果と同様に中学校の課題が多い背景と
して，時間のなさよりもスキルや実施自体の
課題があることが考えられた。また、児童生
徒数が多いことも情報共有や円満運営の難
しさにつながることも示された。長谷部ら
（2013）もコーディネーターの役割負担に児
童生徒数の多さが影響することを示してい
る。本研究の結果も同様に，児童生徒数の多
さは、校内委員会で話し合う児童生徒の数が
増えることになり、校内委員会の円満運営や
情報共有に影響することを示していると考
えられた。 
コーディネーター要因で有意差がみられ

たものは、職種による「情報共有」のみであ
り、養護教諭がコーディネーターの場合は、
情報共有についてより役割遂行されている
ことが示された。養護教諭がコーディネータ
ーとなる長所として、組織や時間の枠組みに
とらわれない柔軟性があり、情報収集のしや
すさがある。一方で、生徒指導、教育相談、
学年主任と養護教諭のコーディネーション
行動を比較した秋光ら（2010）は、養護教諭
は他の教員に比べて情報収集の自己評価が
低いことが示された。この結果は、養護教諭
が、コーディネーターとして学校組織におけ
る位置づけや役割、権限が明確になされてい
ないことによると考察している。本研究の養
護教諭は、コーディネーターとして指名され
ており、学校組織の位置づけをされているこ
とにより、コーディネーターとして情報収集
の役割遂行が高く認識されたと考えられた。 
コーディネーターの教職経験年数が、コー

ディネーターの力量形成への影響すること
（宮木，2015）が示されたが、本研究では、
年齢の差は有意傾向にとどまった。「円満運
営」に 40 歳以上のコーディネーターは役割
遂行を認識している傾向があり、「個別指導
計画」に 40 歳未満のコーディネーターがよ



り役割遂行を認識していた。宮木（2015）と
分析方法の違いもあること、年代の人数のば
らつきもあるため、コーディネーターの年齢
を２群に分けていることも結果の違いにつ
ながった１つの要因である。一方で、本研究
で示された個別の指導計画作成に 40 歳未満
のコーディネーターの取り組みの意識の高
まりは，個別の指導計画作成はコーディネー
ターが中心となってかかわっていくもので
あるという意識の表れと考えられた。しかし、
今後さらにコーディネーターの意識が変化
しているのか，研修経験等その他の条件によ
る影響はないのかさらに検討を重ねる必要
が考えられた。 
研究２－２）腰川・芳賀・河村（2018）では、
小・中学校のコーディネーターが、校内で実
践を1年間行った中でコーディネーターを対
象として、自由記述を求めた。 
対象者は、首都圏 A 地区の公立小学校 73

校および公立中学校 33 校のうち、自由記述
に回答したコーディネーター88 名を対象と
した。自由記述では、「平成 X 年度のコーデ
ィネーターとしての成果および課題を具体
的に記述してください。」と教示し、コーデ
ィネーターとして実施した1年間の成果と課
題をそれぞれ自由記述してもらった。分析方
法として、成果と課題の自由記述はデータ化
し、成果と課題に分けて、頻出語句をテキス
トマイニングの手法で分析を行った。 
その結果、頻出語句の成果では、「校内委

員会」「情報」「スクールカウンセラー」「個
別指導計画」「担任」と続いた。校内支援体
制としては、「校内委員会」「個別指導計画」
「特別支援教室」の成果、連携や支援では、
「スクールカウンセラー」「担任」「保護者」
の順であった。公立小・中学校の校内委員会
の実施率は、小学校 99.1％中学校 99.2％で
あり、校内委員会の開催が 4回以上は 40.7％
を占めている（文部科学省，2017）。成果と
して、校内委員会が最も多かったことは、コ
ーディネーターが特別支援教育体制の中で
も校内委員会を最も重視し、役割を果たして
きたと考えられた。また、個別指導計画につ
いても意識され、話し合いが行われてきたこ
とが窺えた。スクールカウンセラーとの連携
が成果として挙げられていたことは、特別支
援教育の中でスクールカウンセラーの役割
が大きくなってきていることを意味してい
ると考えられた。 
頻出語句の課題としては、成果と同じく

「校内委員会」が最も多く、次いで「個別指
導計画」が挙げられた。校内体制として実施
されている一方で、コーディネーターは校内
委員会の実施に困難を抱えていることが明
らかになった。松本（2012）は、「校内委員
会」や「連携」についてコーディネーターは
課題を持っていることを示したが、今回の調
査の結果でも同様であった。連携としては、
「保護者」の困難さを挙げていた。保護者と
の関係性の困難さは、幼児期の子どもを持つ

保護者と保育者との間で多く報告されてい
る（木曽，2011 など）。幼児期と学齢期は異
なるが、特別な配慮を必要とする児童生徒の
実態を保護者にどのように伝えていくか、ま
た児童生徒の支援をめぐり、保護者との関係
をどのようにしていくのかは、小・中学校の
コーディネーターも苦慮していると考えら
れた。 
研究３）河村・腰川（2018）は、調査対象地
域（葛飾区）においてコーディネーター経験
の長短を考慮して3名のコーディネーターを
選定し、コーディネーター研修に対する意識
や研修ニーズを調査した。そして、その回答
内容を読み取る作業を通じて、より実践的な
コーディネート力を高めることが期待され
るカンファレンス研修がコーディネーター
の役割遂行にどのような効果を及ぼすかに
ついて検討することとした。 
対象者であるコーディネーター3 名は以下

の通りであった。Ａ校及びＢ校のコーディネ
ーターは、区内を 8ブロックに分けたブロッ
クごとの研修において、「専門コーディネー
ター」として中心的な役割を担っていた。Ｃ
校は、情緒障害等通級指導学級（教室）設置
校として、中学校における特別支援教室設置
のモデル校となっていた。調査回答者は、今
年度初めてコーディネーターに指名された
のであるが、その役割遂行に当たっては通級
指導学級の担当教員に相談したり、支援を受
けたりすることのできる環境にあった。 
その結果、ベテランであるＡ校のコーディ

ネーターの校内活動は、児童の実態把握、校
内委員会や支援会議（ケース会議、カンファ
レンス）の開催やそのための連絡調整などに
とどまらず、担任等へのコンサルテーション、
保護者の相談への対応、関係機関との連携、
交流及び共同学習のコーディネートなど多
岐にわたっていた。Ｂ校においては、3 名の
コーディネーターが分担・連携して活動して
おり、学校内の関係者や関係機関との連絡調
整、保護者との関係づくり、学級担任等から
の相談に応じ、助言・援助等の支援の実施、
巡回相談員や専門家チームとの連携、児童の
実態把握などの基本的な役割は果たしてい
るものと推測されるが、中堅に位置する調査
対象のコーディネーターは、他の 2名のコー
ディネーターへの助言を主たる役割として
いた。Ｃ校のコーディネーターは、初年度と
いうこともあり、通級指導学級の教員などに
相談しつつ、コーディネーターの基本的な役
割を遂行している状況にある。Ｃ校は、中学
校における拠点校であり、充実した人的資源
に恵まれていることから、経験の少ないコー
ディネーターも専門性を培う基盤が整って
いることが考えられた。 
また、Ａ校及びＢ校のコーディネーターは、

ブロック研修の運営に中心的な役割を担っ
ていた。ブロック内の小・中学校ばかりでな
く、随時参加する幼稚園、保育所や療育機関
等を含めた関係機関との連携による地域支



援ネットワーク形成のためのコーディネー
トを行っていると考えられた。 
Ａ校のコーディネーターがブロック研修

で取り上げたい内容として挙げた内容では、
校内において事例検討のカンファレンスを
行う際の教員間の意識差を踏まえ、効果的な
会議とするための手立てについてコーディ
ネーター間で実践的な検討を進める必要性
を求めていると考えられた。また、全体研修
についての回答でも述べているように、区内
関係機関との連携を図る仕組みはでき連携
も進みつつあるが、各学校のコーディネータ
ーの経験や力量の差があり、学校によって取
り組みにばらつきがあるという現状から、ブ
ロック単位で関係機関についての情報を共
有することが必要であるとの認識がうかが
われた。他方、「特別支援教室」という東京
都独自の制度が本格稼働してからまだ2年目
であることから、特別支援教室の担当教員と
児童の在籍学級の担任等との連携を円滑に
進めるための方策について、コーディネータ
ー間で経験の交流を図り、望ましい連携の在
り方を共有していくことの必要性を示唆し
ていた。これは、特別支援教室で指導・援助
を受けることが望ましいと判断した児童の
保護者に、どのように勧めたらよいか悩むコ
ーディネーターの意識も反映していると考
えられた。 
Ｂ校のコーディネーターがブロック研修

で理解を深めた事項として、心理検査法や障
害の理解に関する専門的な事項をあげてお
り、このことを受けてブロック研修に期待す
ることとして、アセスメント力向上のための
事例検討会の実施を求めていた。中堅層に位
置するコーディネーターは、基礎的な知識・
技能を踏まえ、より実践的なカンファレンス
研修による専門知識の応用・活用能力を身に
付けることを求めていると考えられた。。 
コーディネーターがブロック研修等を通

じて求めている研修ニーズの結果や国立特
別支援教育総合研究所(2012)、安藤(2013)、
安藤(2013)の研究を踏まえて、コーディネー
ター研修において育成すべきコーディネー
ト力は、以下のように整理された。 
コーディネーターに求められる資質・能力

は、〈第 1 層〉基礎となる資質・能力、〈第 2
層〉専門的知識・技能、〈第 3 層〉コーディ
ネート技能、〈第 4 層〉専門的な知識を具体
的な事例に即して応用・活用する能力、の 4
層に分けられる。コーディネーターは、〈第 1
層〉で獲得する基礎的な資質・能力の上に、
〈第 2層〉、〈第 3層〉の知識・技能を習得す
ることで、コーディネーターとしての基本的
なコーディネート力を身に付けていく。しか
し、コーディネート業務を円滑に遂行してい
くためには、これだけでは不十分である。そ
こで、〈第 4 層〉の応用・活用能力の習得を
欠かすことができない。 
〈第 1層〉及び〈第 2層〉の能力形成に資

する研修は、コーディネーター研修ばかりで

なく、特別支援教育に関する専門研修や教育
相談研修等においても取り扱われている内
容である。それに対して、〈第 3 層〉、〈第 4
層〉の能力形成こそがコーディネーター研修
の中核的な役割を形成するものであろう。そ
して、特に〈第 4層〉の総合的なコーディネ
ート力を育成するために、カンファレンス研
修を充実させていくことが重要ではないか
と考えられる。しかし、これまでのコーディ
ネーター研修では、〈第 1 層〉、〈第 2 層〉の
内容が多くなりがちであった。それは経験の
少ないコーディネーターが多く、より基礎的
な内容が必要とされていた事情も関係して
いる。近年では、特別支援教育の質の向上が
課題となりつつあり、コーディネーターのコ
ーディネート技能の向上を図ることが求め
られていることから、カンファレンス研修の
意義を問い直し、その充実を図るための実践
を通じての検討が一層大切となっているこ
とが示された。 
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